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被告は，下記第１において，御庁の「被告に対する釈明事項（平成２５年１月２

８日）」に対して釈明するとともに，後記第２において原告らの２０１３年（平成

２５年）１月２９日付準備書面（５），後記第３において同日付準備書面（６）に

おける原告らの求釈明に関連した主張を行う。 

［左上に※印を付した用語は別冊の「用語解説」で解説した用語である（※印は，

最初に登場する箇所にのみ表示している。）。］ 

第１ 御庁からの釈明事項について 

１ 本件発電所の施設及び主要な配管の配置図について（釈明事項の番号１） 

本件発電所の主要な系統の系統図は乙Ｃ１，乙Ｃ２及び乙Ｃ３に記載してお

り，具体的な記載箇所は下表のとおりである。 

系 統 

系 統 図 

本件１号炉 

【乙Ｃ１】 

本件２号炉 

【乙Ｃ２】 

本件３号炉 

【乙Ｃ３】 

１次冷却設備系統 
第 5.1-1 図 

（8-5-12 頁） 

第 4.1.1 図 

（8-4-29 頁） 

第 4.1.1 図 

（8-4-29 頁） 

非常用炉心冷却設備（安

全注入設備）系統 

第 6.3-1 図 

（8-6-23 頁） 

第 5.2.1 図 

（8-5-28 頁） 

第 5.2.1 図 

（8-5-42 頁） 

原子炉格納容器スプレイ

設備系統 

第 12.5-2 図 

（8-12-12 頁） 

第 5.4.1 図 

（8-5-31 頁） 

第 5.4.1 図 

（8-5-45 頁） 

原子炉補機冷却水設備系

統 

第 6.5-2 図 

（8-6-26 頁） 

第 6.4.1 図 

（8-6-49 頁） 

第 6.4.1 図 

（8-6-58 頁） 

原子炉補機冷却海水設備

系統 

第 6.5-1 図 

（8-6-25 頁） 

第 6.5.1 図 

（8-6-50 頁） 

第 6.5.1 図 

（8-6-59 頁） 

タービン系統 
第 7.1-1 図 

（8-7-8 頁） 

第 9.1.1 図 

（8-9-31 頁） 

第 9.1.1 図 

（8-9-31 頁） 

主要な系統を構成する主要な機器等の配置については，乙Ｃ３７ないし乙Ｃ

６１の平面図及び断面図（乙Ｃ３７ないし乙Ｃ４３は本件１号炉関連の平面図，



2 

乙Ｃ４４及び乙Ｃ４５は本件１号炉関連の断面図，乙Ｃ４６ないし乙Ｃ５１は

本件２号炉関連の平面図，乙Ｃ５２及び乙Ｃ５３は本件２号炉関連の断面図，

乙Ｃ５４ないし乙Ｃ５９は本件３号炉関連の平面図，乙Ｃ６０及び乙Ｃ６１は

本件３号炉関連の断面図）に記載のとおりである。本件発電所では，ここに示

した機器等の間を上記の系統図記載のとおり配管で接続している。したがって，

これらの平面図及び断面図並びに系統図を用いれば，配管の立体的な接続状況

の概略を把握することができる。（乙Ｃ３７ないし乙Ｃ６１は，いずれも核物

質防護の観点から，一般に公開していない図面であって（乙Ｃ３７ないし乙Ｃ

４５は乙Ｃ１の５３～６１頁及び８－２－３～８－２－１１頁，乙Ｃ４６ない

し乙Ｃ５３は乙Ｃ２の５５～６２頁及び８－２－８～８－２－１５頁，乙５４

ないし乙Ｃ６１は乙Ｃ３の５２～５９頁及び８－２－１１～８－２－１８頁

にそれぞれ該当する図面であるが，例えば乙Ｃ３の５２～５９頁及び８－２－

１１～８－２－１８頁を見れば分かるとおり，当該箇所には「核物質防護上の

理由から公開しないこととしております。」と記載して公開を控えている。），

今回，例外的に書証として提出することとしたものである。よって，御庁及び

原告らにおかれては，この趣旨を十分にご理解いただきたい。） 

なお，本件発電所に限らず，発電所等のプラント施設においては各機器を接

続する多数の配管があり，しかも，これらの配管は平面的にではなく，立体的

に配置（上下左右にわたって複合的に配置）されている（図１参照）ため，本

件発電所における配管の設置状況についても，一見して判読できるように図示

することは困難である（被告においては，今回示したものとは別に，詳細な図

面を有しているが，これらは特定の設計範囲ごとに部分的に記載したもので，

全体を俯瞰できるものではない。また，これらは，メーカーが保持する商業機

密等を含むことなどから，提出を求められたとしても直ちに応じることができ

るものではないが，原告らにおいて必要とする図面の具体的内容及び理由を明

確に示すのであれば，必要かつ可能な限りにおいてこれら図面の提出について
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も検討したいと考えている。）。 

  

図１ 本件発電所における配管の設置状況（一例） 
 

２ 本件発電所の敷地及び本件原子炉施設の立地状況に係る地図，図面，航空写

真等について（釈明事項の番号２） 

被告は，被告準備書面（１）の第２の３（３頁）でも述べたとおり，原告ら

が２０１２年（平成２４年）８月３日付求釈明申立書の第２の３（３頁）で提

出を求めた全ての時点での航空写真や地図は有していない（この点，御庁から

は，被告が現に保有しているものに限っての提出を求められている。）。 

しかるに，本件訴訟は，本件発電所について現時点での安全性が問題となっ

ているのであるから，被告としては，過去の原子炉及び付属施設の立地状況を

示す図面等を書証として提出する必要性はないと考えている。ただし，今後，

原告らがその必要性を明らかにすれば，必要な限りにおいて提出することを検

討したいと考えている。 

この点，原告らが準備書面（６）の第２の２（４頁）において，「伊方原発

施設における埋立地の範囲も確定する必要があることから、（中略）地図、図

面、航空写真、写真等の提出を求める（同３項）。（被告注：同３項とは，原告

らの２０１２年８月３日付求釈明申立書の第２の３を指す。）」などとしている

が，この（埋立地の範囲を確定するという）目的は，被告が本件発電所の敷地

の埋立てを行ったのは大きく分けて，本件１号炉の建設時及び本件３号炉の建
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設時の計２回であることから，本件１号炉の建設前（すなわち本件発電所の敷

地の埋立て以前）の時点，本件１号炉の建設に伴う敷地造成が完了した時（昭

和４８年１１月）以降であって本件３号炉の建設に伴う埋立てを開始した時

（昭和６０年６月）以前の時点及び本件３号炉が営業運転を開始した時（平成

６年１２月）以後の時点の３つの時期における本件発電所の敷地が分かる地形

図及び航空写真によって達成できると考えられる。 

以上の理由から，上記の３つの時期の２万５千分１地形図（乙Ｄ６ないし乙

Ｄ８）及び航空写真（空中写真（乙Ｄ９ないし乙Ｄ１１））を提出する。また，

現在の施設の設置状況等については，上記１で述べたとおりである。 

３ 敷地周辺地域の地質的安定性に係る調査等の結果について（釈明事項の番号

３） 

被告は，本件発電所の敷地周辺地域の地質を把握するため，陸域において，

既往文献調査，地形調査，地表地質調査，地球物理学的調査等，海域において，

既往文献調査，海底地形調査，海上音波探査，地球物理学的調査等を実施して

いる。 

これらの調査から判明した本件発電所の敷地周辺地域の地形・地質の概要は，

以下のとおりであり，被告はこれらから，敷地周辺地域の地盤について地質的

に安定しており，将来において大きな地変，火山活動，陥没等の事象は予想さ

れないと判断している。 

(1) 陸域の地形・地質 

敷地周辺地域の陸域は，中央構造線より北側の西南日本内帯及び南側の西

南日本外帯に分けられる。本件発電所は西南日本外帯に位置しており，三波

川帯に属する（答弁書の図１８（５２頁）及び乙Ｄ１のⅢ第２．２－２図（Ⅲ

－８９頁）参照）。三波川帯に分布する三波川変成岩類は低温高圧の変成作用

を受けているが，この変成作用のピークは前期白亜紀にあり，その後は大き

な変成作用を受けていない。また，地下深部で変成作用を受けた後，地表ま
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で上昇し，古い時代に上昇を終えた後は，大きな構造運動も受けていないと

考えられることから，長期間にわたって地質的に安定していると評価できる。 

これらの調査結果の詳細については，乙Ｄ１のⅢ２．２．２（Ⅲ－６～Ⅲ

－１４頁）に記載しているとおりである。 

(2) 海域の地形・地質 

敷地周辺の伊予灘の

海底は，水深１０～６

０ｍの伊予灘東部から

西へ向かって次第に水

深を増しており，また，

上灘沖から大洲市長浜

町沖を経て三崎沖まで

細長い凹みが北東－南

西方向に直線状に配列

している。そしてこれ

を後述する海底下の地

層に基づいて評価を行

ったところ，四国陸域

に分布する中央構造線断層帯の最西端である伊予市双海町高野川沖から南西

方向に細長く幅を持って雁行
がんこう

配列する一連の断層群であることが認められた。

一般的に，敷地前面海域の断層群では，北側に南落ち断層（断層を境に南側

の地形が相対的に沈降している断層）及び南側に北落ち断層（断層を境に北

側の地形が相対的に沈降している断層）を伴う断層分布形態が見られ，これ

らの断層間には地溝が形成されている。 

また，被告は敷地周辺地域の海域の海底下の地層については，海上音波探

査の結果の特徴によって４層に分類し，上位の地層からＡ層，Ｄ層，Ｔ層及

表１ 地質時代と地質区分 

Ｂ層

和泉層群
四万十累層群
領家花こう岩類
三波川変成岩類
秩父累帯の構成岩類

Ｂ層瀬戸内火山岩類

Ｔ層郡中層

八倉層

Ｄ層

低位段丘礫層
～

高位段丘礫層

古第三紀

中新世

鮮新世

更新世

完新世

三 畳 紀

ジュラ紀

白 亜 紀

新
第
三
紀

第
四
紀

中
生
代

Ａ層沖積層

新
生
代

海域の地質区分陸域の地質区分地質時代

Ｂ層

和泉層群
四万十累層群
領家花こう岩類
三波川変成岩類
秩父累帯の構成岩類

Ｂ層瀬戸内火山岩類

Ｔ層郡中層

八倉層

Ｄ層

低位段丘礫層
～

高位段丘礫層

古第三紀

中新世

鮮新世

更新世

完新世

三 畳 紀

ジュラ紀

白 亜 紀

新
第
三
紀

第
四
紀

中
生
代

Ａ層沖積層

新
生
代

海域の地質区分陸域の地質区分地質時代

(0.01)

（ ）内は年代，単位は百万年前

[現在]

(2.6)

(5.3)

( 23 )

( 66 )

( 145 )

( 200 )

( 251 )
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びＢ層と呼称している。 

Ａ層は，現在堆積が進行中の海底面下最上位の堆積層である。厚さは一般

に２０ｍ以下であるが，伊予灘の地溝内では厚く堆積している。伊予灘東部

の比較的水深の浅い海域のＡ層基底付近において約１万１千年前の堆積物が

確認されていることなどから，沖積層相当層（後期更新世～完新世に形成さ

れた地層に相当する地層。地質年代と地質区分については，表１参照（以下

同じ）。）と考えられる。Ｄ層は，島の周辺部，大洲市長浜町沖，豊予海峡周

辺等で分布を欠くが，概ねＡ層の下位に広く分布する。Ｄ層上面が後期更新

世の海退期の陸化に伴い浸食作用を受けていることなどから，Ｄ層は更新世

に形成された地層に相当すると推定される。Ｔ層は，島の周辺部，豊予海峡

周辺など一部の海域を除いて広く分布している。伊予市森付近の海岸に分布

する地層との対比から，郡中層（後期鮮新世～前期更新世）に対応するもの

であると考えられる。Ｂ層は，ほぼ全域に最下層として分布すると推定され，

分布域によって陸域の和泉層群
いずみそうぐん

，四万十累層群，領家花こう岩類，三波川変

成岩類及び秩父累帯の構成岩類（いずれも中生代）並びに瀬戸内火山岩類（中

新世）に対応するものであると考えられる。 

これらの海底地形や地層には，上述した伊予灘における細長い凹み，Ａ層

の地溝内での堆積等の中央構造線の存在を示唆する地形や地層を除けば，新

しい時代には大きな地変，火山活動等の痕跡を示す地形的地質的な特徴が認

められないことから，陸域と同様，長期間にわたって地質的に安定している

と評価できる。（陸上の地層との対比の詳細については，乙Ｄ１のⅢ第２．３

－２表（Ⅲ－８２頁）及び第３．１－１表（Ⅲ－８５頁）参照） 

これらの調査結果の詳細については，乙Ｄ１のⅢ２．３．１（Ⅲ－２４頁

以下）及びⅢ２．３．２（Ⅲ－２５頁以下）に記載しているとおりである。 

なお，上記(1)及び(2)で述べた調査結果は，既往文献調査，（海底）地形調

査，地表地質調査，海上音波探査，地球物理学的調査等の結果を総合したも
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のである。それぞれ個別の調査等の内容及び結果の詳細については乙Ｄ１の

Ⅲ（Ⅲ－１頁以下）に記載しており，例えば，海上音波探査についての調査

内容は同Ⅲ第２．１－３表（Ⅲ－７６頁），調査結果は同Ⅲ第２．３－４図（Ⅲ

－１３９頁），Ⅲ第２．３－５図（Ⅲ－１４０頁）等のとおりである。 

(3) 火山 

被告は，敷地周辺の第四紀火山についての文献調査等を行い，敷地周辺の

第四紀火山及び第四紀火山岩類の分布を把握した。これによれば，佐田岬半

島においてＡｓｏ
※

－４火砕流堆積物を確認したとの報告はない。また，佐田

岬半島に点在する中位段丘面の段丘堆積物はＡｓｏ－４火山灰を混在する風

成層に覆われるものの，その他の火山灰を含む厚い火山灰層は確認されなか

った。このため，本件発電所の安全性に影響を与えるような火山活動はない

と判断できる。 

これらの調査結果の詳細については，乙Ｄ１のⅢ２．５（Ⅲ－４８頁以下）

に記載しているとおりである。 

４ 基礎岩盤に係る調査等の結果について（釈明事項の番号４） 

被告は，答弁書第４の５(1)ウ（４６頁以下）で述べたとおり，基礎岩盤に

ついて，ボーリング調査，試掘横坑内での詳細地質調査，地震探査（弾性波探

査）等を実施し，基礎岩盤が新鮮な緑色片岩であり，せん断波速度として２６

００ｍ／秒を有する非常に堅硬で，原子炉施設を設置する上で問題となるよう

な規模の破砕帯，活断層等が存在しない岩盤であることを確認した。（なお，

原子炉設置位置付近には，比較的連続性がある断層が数本確認されたが，被告

は，土壌分析，断層内物質の分析等から，いずれの断層も規模が小さく地下深

部で形成された古い断層であり，少なくとも後期更新世以降の活動性はなく

（すなわち，活断層ではなく），原子炉施設に重大な影響を及ぼすものではな

いと判断している。） 

これらの調査の結果等は，本件１号炉については乙Ｃ１の６－２－２頁，本
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件２号炉については乙Ｃ２の６－３－２～６－３－１６頁，本件３号炉につい

ては乙Ｃ３の６－３－５６～６－３－８２頁にそれぞれ記載しているが，以下

において，本件３号炉におけるボーリング調査，試掘横坑内での詳細地質調査，

地震探査（弾性波探査）の概要について述べる。 

(1) ボーリング調査 

本件３号炉におけるボーリング調査の目的，手法及び範囲並びに結果につ

いては，以下のとおりである。 

ア 目的 

地質・地質構造についての直接の資料を得るとともに，岩石試験の供試

体を得ることを目的としている。 

イ 手法及び範囲 

乙Ｃ３の第３．４．１図（６－３－１８５頁）に示した位置で行い，原

子炉建屋設置位置においては，同図のＡ－１，Ａ－２，Ａ－３，Ａ－４，

Ａ－５，Ｂ－３７，Ｂ－３８，Ｂ－３９，Ｂ－４０，Ｂ－４６の計１０孔，

延長約１５３０ｍについて調査を実施した。調査にあたってはロータリー

型ボーリングマシンを用いて直径６６㎜～１０５㎜のオ
※

ールコアボーリン

グを実施し，地質柱状図（岩級区分や片理面の傾斜角等の地質データを深

度別に整理したもの）を作成した。 

ウ 結果 

ボーリング調査の結果得られた地質柱状図は，乙Ｃ３の第３．４．２２

図～第３．４．５８図（６－３－２０６～６－３－２４２頁）に記載のと

おりである。 

(2) 試掘横坑内での詳細地質調査 

本件３号炉における試掘横坑内での詳細地質調査の目的，手法及び範囲並

びに結果については，以下のとおりである。 

ア 目的 
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ボーリング調査によって得られた原子炉設置予定位置の地質・地質構造

を直接確認するとともに，基礎岩盤の工学的性質を詳細に把握することを

目的としている。 

イ 手法及び範囲 

乙Ｃ３の第３．４．２図（６－３－１８６頁）に示した配置にて，延長

約３００ｍにわたって試掘横坑を掘削した。構成岩石及びその分布，断層

の有無，片理面及び節理
※

面の走向・傾斜等を直接観察し，試掘横坑展開図

を作成した。 

ウ 結果 

試掘横坑内での詳細地質調査の結果得られた試掘横坑展開図は，乙Ｃ３

の第３．４．５９図～第３．４．７５図（６－３－２４３～６－３－２５

９頁）に記載のとおりである。 

(3) 地震探査（弾性波探査） 

本件３号炉における地震探査（弾性波探査）の目的，手法及び範囲並びに

結果については，以下のとおりである。 

ア 目的 

耐震設計に必要な基礎岩盤の水平及び深さ方向の動的特性を求めること

を目的としている。 

イ 手法及び範囲 

上記(2)において掘削した試掘横坑を利用し，乙Ｃ３の第３．４．３図（６

－３－１８７頁）に示した配置にて発破等により起振させ，水平及び深さ

方向の探査を実施した。 

ウ 結果 

水平方向の探査結果は乙Ｃ３の第３．４．８４図（６－３－２６８頁），

深さ方向の探査結果は乙Ｃ３の第３．４．１５表（６－３－１１１頁）の

とおりであり，原子炉建屋基礎部のせん断波速度は水平方向の探査結果か
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ら平均２６００ｍ／秒，深さ方向の探査結果から平均２７００ｍ／秒と算

定された。 

５ 基礎岩盤の沈下に対する安全性に係る試験の結果等について（釈明事項の番

号５） 

被告は，答弁書第４の５(1)ウ（ウ）（４７頁以下）で述べたとおり，本件原

子炉の基礎岩盤について平板載荷試験を実施し，この結果，１㎡当たり８００

トン程度の荷重に対する変形量が１㎜未満であったことから，基礎岩盤に作用

する常時荷重及び地震時荷重に対する変形量は工学的に無視しうるものであ

り，基礎岩盤は沈下に対する十分な安全性（変形に対する抵抗力）を有すると

判断している。 

平板載荷試験の結果等は，本件１号炉については乙Ｃ１の６－２－２頁，本

件２号炉については乙Ｃ２の６－３－２頁及び６－３－７～６－３－９頁，本

件３号炉については乙Ｃ３の６－３－７５頁及び６－３－８５頁にそれぞれ

記載しているが，概要（本件３号炉の例）は，以下のとおりである（なお，乙

Ｃ１及び乙Ｃ２におけるジャッキテストが平板載荷試験と同意である。）。 

(1) 目的 

岩盤の変形特性を把握することを目的としている。 

(2) 手法及び範囲 

乙Ｃ３の第３．４．６図（６－３－１９０頁）に示した配置にて，計６箇

所において実施した。試験に用いた装置の構成は，乙Ｃ３の第３．４．７図

（６－３－１９１頁）のとおりであり，載荷重が最大８０ｋｇ／㎝２（＝８

００トン／㎡）に至るまで順次荷重を増加させて載荷を行った。 

(3) 結果 

平板載荷試験の結果得られた応力－変位曲線は，乙Ｃ３の第３．４．８６

図～第３．４．９２図（６－３－２７０～６－３－２７６頁）に記載のとお

りである。この結果，８０ｋｇ／㎝２（＝８００トン／㎡）における変位量
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は，１㎜未満であり，沈下が問題となるものではない。 

６ 基礎岩盤のすべりに対する安全率に関する判断について（釈明事項の番号６） 

被告は，答弁書第４の５(1)ウ（イ）（４７頁）で述べたとおり，本件原子炉

の基礎岩盤について基準地震動Ｓｓ（最大加速度５７０ガル）が作用した場合

のすべりに対する安全率が２程度以上であり，安全性を判断する際に用いられ

る基準値１.５を上回っていることから，十分なすべり安全性（せん断抵抗力）

を有することを確認している。ここで，すべりに対する安全率とは，地震動に

より想定すべり面（地盤特性等を勘案し，解析上仮に設定するすべり面）上に

働くすべろうとする力に対し基礎地盤が十分な抵抗力を有するか否かを測る

もので，想定すべり面上の応力状態を基に，すべり面上のせん断抵抗力（すべ

りに抵抗する力）の和をすべり面上のせん断力（すべりを起こさせる力）の和

で除して求めるものである。せん断抵抗力とせん断力とがつり合っている状態

が安全率１.０であり，安全率の数値が大きくなるほどすべりに対する安全性

の度合いが大きくなることを意味する。 

本件３号炉の基礎岩盤のすべりに対する安全率の評価方法及び評価結果に

ついては，乙Ｄ１のⅤ（Ⅴ－１頁以下）に記載しているとおりであるが，これ

を要約すれば，以下のとおりである。 

(1) 評価方法 

まず，被告は，基礎岩盤におけるボーリング調査等の結果に基づいて地質

断面図を作成した（乙Ｄ１のⅤ第２．１－１図～第２．１－４図（Ⅴ－１５

～Ｖ－１８頁））。 

次に，地質断面図を基に基礎地盤の安定性について考慮すべき要素（荷重

の方向及び片理面の方向による影響等）を反映し，解析用地盤モデルを作成

した（乙Ｄ１のⅤ第２．１－６図（Ⅴ－２０頁））。その上で，解析用地盤モ

デルを基に，基準地震動Ｓｓに対する地震応答解析（二次元
※

動的有限要素法

解析）を行った。解析にあたっての想定すべり面は，原子炉建屋基礎底面沿
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い，断層沿い及びモビライズド面（応力状態を考慮した想定すべり面）に基

づき設定した。 

(2) 評価結果 

それぞれの想定すべり面におけるすべりに対する最小すべり安全率は，下

表のとおりである（詳細は，乙Ｄ１のⅤ第３．１－１表（Ⅴ－１１頁）及び

Ⅴ第３．１－２表（Ⅴ－１２頁）のとおり）。 

すべり面形状 
すべりに対する 

最小すべり安全率 

① 原子炉建屋面のすべり ４．０ 

② 未固結断層沿いのすべり（１） ２．０ 

③ モビライズド面 ２．２ 

④ 未固結断層及び固結断層沿いのすべり ３．２ 

⑤ 未固結断層沿いのすべり（２） ２．７ 
 

（注）②と⑤は，想定すべり面が異なる。想定すべり面の詳細は，乙Ｄ１の

Ⅴ第３．１－１表（Ⅴ－１１頁）参照。 

７ 活断層の性状の確認及び長さの同定の結果について（釈明事項の番号７） 

被告は，本件発電所の敷地周辺地域において地質調査（陸域では，地表踏査，

ボーリング調査，トレンチ調査等，海域では，海上音波探査）等を実施し，活

断層の性状の確認及び活断層の長さの同定（一体として取り扱うべき活断層の

区間（長さ）の特定）を実施している。 

この地質調査の結果等から判明した活断層の分布は答弁書の別図５「本件発

電所敷地周辺の活断層」に示したとおりであり，このうち，主な活断層につい

ての調査結果の概要は以下のとおりである。 

(1) 敷地前面海域を含む伊予灘の断層群 

被告は敷地前面の伊予灘海域を対象に各種音源を用いた海上音波探査等を

行って，詳細な海底地形，さらには海底下浅部から深部に至る地質・地質構
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造について総合的に検討した。これらの調査の結果は，乙Ｄ１のⅢ２．３（Ⅲ

－２３頁以下）及びⅢ２．４（Ⅲ－３２頁以下）に詳述しているが，概要は

以下のとおりである。 

ア 断層群の分布 

伊予灘には，中央構造線断層帯に属する断層群が概ね直線状に分布し，

伊予市双海町串沖で約４㎞，伊方町伊方越沖で約１㎞，伊方町三崎沖で約

４㎞右屈曲する（図２）。 

三崎沖

串沖

伊方越沖

右屈曲約４㎞

右屈曲約４㎞

右屈曲約１㎞

 

図２ 伊予灘の断層群 

イ 断層群の性状 

断層は後期更新世以降の地層に変位を与えており，横ずれ断層に特徴的

な地溝や断層
※

バルジが認められる。また，断層分布域の南北でＤ層（更新

世に形成された地層に相当）上面に顕著な標高差が認められない（上下の

ずれを示唆していない。）ことから，横ずれの断層運動であると考えられる。 

ウ 断層群のセグメント区分 

串沖及び三崎沖に引張性
いんちょうせい

ジョグ（ジョグとは断層破壊の末端を示唆する

地質構造）（それぞれ長さ約１３㎞）があり，これを境界に伊予セグメント
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（長さ約２３㎞），敷地前面海域の断層群（長さ約４２㎞）及び豊予海峡セ

グメント（長さ約２３㎞）に区分できる（答弁書の図２１（５６頁）参照）。

なお，敷地前面海域の断層群の中に伊方越沖にもジョグが存在するが，こ

のジョグの規模は他のジョグに比べて小規模であること等を踏まえ，セグ

メント区分していない。 

また，敷地前面海域の断層群について，被告が地震動評価上の基本とす

る断層の長さを５４㎞としたことについては，後記９において詳述する。 

(2) 五反田断層 

文献調査及び地形調査によれば，八幡浜市五反田から同市合田に至る長さ

約２㎞の間にリニア
※

メントが認められた（図３）。 

長さ約２ｋｍ

 

図３ 五反田断層の位置 

地表地質調査の結果によれば，このリニアメント周辺の変成岩中には部分

的に断層が認められたが，合田付近では断層及び破砕部は認められなかった。

また，このリニアメントは泥質片岩と塩基性片岩との境界，砂質片岩と泥質



15 

片岩との境界付近に位置している。さらに，このリニアメントの西方延長部

の宇和海で実施した海上音波探査では断層変位は認められなかった。（五反田

断層に関する地表地質調査の結果について，地質図は乙Ｄ１のⅢ第２．２－

１１図（Ⅲ－１１５頁），地質断面図は乙Ｄ１のⅢ第２．２－１２図（Ⅲ－１

１６頁），詳細スケッチ図は乙Ｄ１のⅢ第２．２－１４図（Ⅲ－１１８頁）の

とおりであり，また，このリニアメント西方延長部の宇和海での海上音波探

査記録は，乙Ｄ１のⅢ第２．２－１５図（Ⅲ－１１９～Ⅲ－１２２頁）のと

おりである。） 

これらのことから，このリニアメントは後期更新世以降の断層運動を反映

したものではなく，岩質の差を反映した浸食地形であると推定されたが，こ

のリニアメントの分布域に後期更新世以降の活動の有無の調査に適した堆積

層や地形面が認められず，活断層であるか否かの判断ができないことから（後

期更新世以降の活動が無ければ，活断層であることが否定される。），被告は

安全サイドに立って五反田断層を耐震設計上考慮する活断層（長さ約２㎞）

とした。 
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(3) Ｆ－２１断層 

宇和海には，三瓶港南方から大崎鼻北岸を通過し，宇和島市日振島北方沖

合いの間に部分的にはわずかに左屈曲しながらも直線状に断続するＦ－２１

断層が分布する（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ Ｆ－２１断層の位置 

海域地質調査等の結果によれば，Ｆ－２１断層の東端部に位置する三瓶港

南方では，高角度（断層面が鉛直に近い）の断層が認められたものの，その

東側では断層は認められず，東方延長の陸域にも文献による活断層の指摘は

なく，空中写真判読によってもリニアメント等は判読できなかった。また，

Ｆ－２１断層の西端部では，西方へ向かって堆積層が厚くなるとともに次第

に活動性が低くなり，日振島北方沖合いにおいて，後期更新世の地層に微小

な撓
たわ

みを与える高角度の断層がみられるものの，これより上位の地層には変

形が認められなかった。（宇和海における海域地質調査の結果について，海底

地質断面図及び断面の位置図は，それぞれ，乙Ｄ１のⅢ第２．３－１６図（Ⅲ

－１６２～Ⅲ－１７９頁）及び乙Ｄ１のⅢ第２．３－１５図（Ⅲ－１６１頁）

のとおりである。） 

長さ約１９ｋｍ
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これらのことから，Ｆ－２１断層には，三瓶港南方から日振島北方沖合い

約８㎞に至る約１９㎞の区間で後期更新世以降の活動が認められるため，被

告は，Ｆ－２１断層を耐震設計上考慮する活断層（長さ約１９㎞）とした。 

８ 近接する活断層が連動する可能性の検討に係る活断層及び地質の性状につい

て（釈明事項の番号８） 

被告は，近接して複数の活断層が分布する場合は，これらが連動する可能性

を検討するため，より入念に各活断層の性状（分布方向，活動様式，活動時期

等）及び各活断層間に分布する地質の性状を調査・確認した。確認結果の詳細

は，乙Ｄ１のⅢ（Ⅲ－１頁以下）に記載（特に，中央構造線断層帯については，

乙Ｄ１のⅢ２．４（Ⅲ－３２頁以下）に詳述するとともに，乙Ｄ１のⅢ第２．

４－１表（Ⅲ－８３頁）に評価の集約表を記載）しているとおりであるが，こ

のうち地震動評価上基本となる断層を構成する伊予灘セグメント（敷地前面海

域の断層群）並びにこのセグメントと隣接する串沖ジョグ及び三崎沖ジョグの

各概要は，以下のとおりである。 

(1) 伊予灘セグメント（敷地前面海域の断層群） 

本件発電所の敷地前面海域（伊予灘）では，北東－南西方向に雁行配列す

る断層群が，伊方町伊方越沖で約１㎞右屈曲しつつ，全長約４２㎞にわたっ

てほぼ直線状に連なっており，これを伊予灘セグメントと呼ぶ。伊予灘セグ

メントを構成する断層は直線的なものが多く，横ずれが卓越して現海底面に

も明瞭な変位を与えている。 
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図５ 引張性ジョグと圧縮性ジョグ（平面模式図） 

 

(2) 串沖ジョグ 

伊予灘セグメント（敷地前面海域の断層群）の東側に位置する串沖ジョグ

は，伊予市双海町串～大洲市長浜町長浜の沖合い約５㎞に位置し，右屈曲（屈

曲量約４㎞）しながら全体としては北東－南西方向に雁行配列する長さ約１

３㎞の領域である。

中央構造線断層帯が

右横ずれ断層である

ことから，右屈曲で

ある本ジョグは，引

張性ジョグとなる

（図５の「右屈曲」

で赤太字の矢印で記

載したとおり，ジョ

グに対して，引っ張りの力がかかる。）。 

この領域においては，短い断層群が多数連なり，これらの断層群に囲まれ

た領域には広い沈降域が形成されている。また，基盤である和泉層群に数百

ｍ程度以上の標高差があると推定され，プル
※

アパートベーズンを伴った引張

性右屈曲構造が形成されている（乙Ｄ１のⅢ２．４．１(4)（Ⅲ－３５頁以下））。 

被告は，ジョグの規模（屈曲量が４～５㎞以上と大きいジョグは断層破壊

の停止域になると評価されるところ，串沖ジョグの屈曲量が約４㎞であるこ

となど），地質構造等から串沖ジョグをセグメントの境界として評価した（詳

細については，乙Ｄ１のⅢ２．４．２（Ⅲ－３７頁以下）参照）。 

(3) 三崎沖ジョグ 

伊予灘セグメント（敷地前面海域の断層群）の西側に位置する三崎沖ジョ

グは，伊方町三崎の沖合い約６㎞に位置し，右屈曲（屈曲量約４㎞）しなが

ら北東－南西方向に雁行配列する長さ約１３㎞の領域である。串沖ジョグと

圧縮性ジョグ

隆起

引張性ジョグ

沈降

右屈曲

左屈曲

（右横ずれ断層の場合）
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同様，引張性ジョグである。 

この領域には広い沈降域が形成されている。活動履歴は得られていないが，

現海底面に変位を与えている。また，新第三紀～第四紀の堆積物が地下深部

ほど大きく向斜状（谷状）に撓んだ深いベーズンが形成されている（乙Ｄ１

のⅢ２．４．１(6)（Ⅲ－３６頁以下））。 

被告は，三崎沖ジョグを上記(2)の串沖ジョグと同様の知見等から，セグメ

ントの境界として評価した（詳細については，乙Ｄ１のⅢ２．４．２（Ⅲ－

３７頁以下）参照）。 

９ 中央構造線断層帯の地震動評価上の基本とする断層の長さに関する判断につ

いて（釈明事項の番号９） 

上記のとおり，中央構造線断層帯を構成する敷地前面海域の断層群（断層の

長さ約４２㎞，本件発電所の敷地の沖合い約８㎞に分布）の東側に串沖ジョグ

（長さ約１３㎞，沖合い約５㎞に分布），西側に三崎沖ジョグ（長さ約１３㎞，

沖合い約６㎞に分布）が存するが（これらのジョグの詳細は，上記８参照），

これらのジョグは，上記８(2)及び(3）で述べたとおり，断層破壊の停止域に

なると評価される。このため，被告は当初，これらのジョグを含めない４２㎞

を地震動評価上の基本とする断層の長さとして設定し，安全サイドの観点から，

両側のジョグのほぼ中央まで延ばして５４㎞とするケースも不確かさを考慮

して設定するケースとして想定した（この時点では答弁書第４の５(2)イ（ア）

i（５８頁以下）及び別図６記載の基本モデル（基本ケース）の断層の長さを

４２㎞としていた。）。 

これに関し，原子力安全・保安院における耐震・構造設計小委員会地震・津

波，地質・地盤合同ワーキンググループＡサブグループにおいて審議がなされ，

平成２１年８月５日に開催された第２６回会合で，原子力安全・保安院から「基

本震源モデル」，すなわち，地震動評価上の基本とする断層の長さを５４㎞と

する見解が示された（乙Ｄ１２）。そのため，被告は，地震動評価上の基本と
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する断層の長さを５４㎞として，改めて評価を行った（図６）。 

三崎沖
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）
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）
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図６ 敷地前面海域の断層群の地震動評価上の基本とする断層の長さ 
 

そして，この評価（地震動評価上の基本とする断層の長さを５４㎞とした耐

震安全性評価）については，原子力安全・保安院及び原子力安全委員会におい

て評価・検討され，それぞれ，平成２２年１月７日及び同年１月２５日に妥当

であるとの結果が示された。 

１０ 安全上の重要度分類に応じた耐震設計について（釈明事項の番号１０） 

被告は，本件発電所の建設にあたり，建物・構築物及び機器・配管系の耐震

設計上の重要度を地震により発生する可能性のある放射線による環境への影

響の観点から，Ａクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類（本件３号炉について

は，Ａクラスのうち特に重要な施設を限定して更にＡｓクラスとして分類）し，

重要度に応じて算定した静的解析
※

による地震力に対して，さらに，重要度の高

いＡクラス及び支持構造物の振動と共振する可能性のあるＢクラスの施設に

ついては動的解析
※

から得られた地震力に対して，その安全機能が保持できるよ



21 

う設計した（詳細は，本件１号炉については乙Ｃ１の８－１－７～８－１－８

頁及び８－１５－１～８－１５－８頁，本件２号炉については乙Ｃ２の８－１

－４７～８－１－６５頁，本件３号炉については乙Ｃ３の８－１－１０５～８

－１－１２０頁に記載のとおり）。 

分類 分類の考え方 主要設備の例 

Ａクラス 自ら放射性物質を内蔵しているか又は

内蔵している施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に放

散する可能性のあるもの，及びこれらの事

態を防止するために必要なもの並びにこ

れら事故発生の際に，外部に放散される放

射性物質による影響を低減させるために

必要なものであって，その影響，効果の大

きいもの 

・炉内構造物 

・制御棒クラスタ 

・蒸気発生器 

・一次冷却材管 

・余熱除去ポンプ 

・余熱除去設備配管 

・原子炉容器 

・原子炉格納容器 

Ｂクラス 上記において，影響，効果が比較的小さ

いもの 

・放射性廃棄物処理設備 

・燃料取替クレーン 

Ｃクラス Ａクラス，Ｂクラス以外であって，一般

産業施設と同等の安全性を保持すればよ

いもの 

・タービン設備 

・補助ボイラ 

また，被告は，本件発電所の建設以降も自然的立地条件に係る安全性が確保

されるよう，最新の知見，調査等に基づいた評価・検討を行っており（答弁書

第４の４(1)（２０頁）），平成１８年９月の耐震設計審査指針改訂の際には，

従来のＡクラス及びＡｓクラスに該当する施設をＳクラスとして評価を実施

している。 

１１ 基準地震動Ｓｓによる耐震安全性評価について（釈明事項の番号１１） 

上記１０で述べた本件発電所の耐震安全性の評価は，耐震安全上重要な施設
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（Ｓクラス）について基準地震動Ｓｓに対する安全機能の保持の観点から行っ

ており（乙Ｄ１（Ⅱ－１頁）及び乙Ｄ２（Ⅱ－１頁）），この結果から，被告は

仮に基準地震動Ｓｓ（最大加速度５７０ガル）をもたらす地震が発生した場合

であっても主要な施設に過度な変形が生じることがなく，放射性物質の閉じ込

めなどの期待される機能が維持されることを確認している（答弁書第４の５

(2)ウ（ウ）（６２頁））。 

そして，これらの評価結果等を報告書として取りまとめたものが，「伊方発

電所３号機「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震

安全性評価結果 報告書（改訂版）」（乙Ｄ１）及び「伊方発電所１，２号機「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果 

中間報告書」（乙Ｄ２）である。 

安全上重要な主要機器等の耐震安全性評価の内容については，答弁書第４の

５(2)ウ（ウ）a 及び同 b（６２頁以下）で述べたとおりである。さらに，詳細

については乙Ｄ１のⅥ（Ⅵ－１頁以下）及びⅦ（Ⅶ－１頁以下）並びに乙Ｄ２

のⅢ（Ⅲ－１頁以下）及びⅣ（Ⅳ－１頁以下）に記載しているが，その概要は

以下のとおりである。 

(1) 耐震安全性評価結果の報告書について 

被告は，上記のとおり，基準地震動Ｓｓに対するＳクラスの施設の安全機

能を保持する観点から耐震安全性の評価を実施し，その結果を本件３号機は

乙Ｄ１，本件１・２号機は乙Ｄ２として取りまとめている。 

なお，乙Ｄ２は，本件１・２号機の耐震安全性評価結果について中間報告

書として取りまとめたものであり（経緯は後記第２の１参照），評価の対象を

Ｓクラスの施設のうち，原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物質を「閉じ

込める」機能を有する主要な設備及びこれらを内包する建物・構築物として

いる。このため，乙Ｄ１及び乙Ｄ２は安全上重要な主要設備等の耐震安全性

が確保されていることを確認するという点では変わりはないが，結果として
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乙Ｄ１の方が乙Ｄ２と比べると特に機器・配管系の耐震安全性評価が詳細な

内容となっている。 

以下においては，主要な建物・構築物及び機器・配管系について，耐震安

全性評価の主な内容を具体的に説明する。 

(2) 建物・構築物 

被告は，Ｓクラスの施設を内包している原子炉建屋及び原子炉補助建屋に

ついて，基準地震動Ｓｓによる地震力に対しても必要な安全機能（「遮へい機

能」，「耐漏洩機能（気密性）」，「支持機能」及び「波及的影響の防止機能」）

が保持されることを確認するための評価を行った。この評価は，建屋や地盤

の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で基準地震動Ｓｓを用い

た地震応答解析（時刻歴応答解析）を行い，地震応答解析の結果得られた最

大応答せん断ひずみが「原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１）」

等に準拠した評価基準値を超えないことを確認することにより行っている。 

本件発電所の原子炉建屋及び原子炉補助建屋の地震応答解析を行った結果

（最大値）は下表のとおりであり，被告は，これにより，各層の鉄筋コンク

リート造耐震壁の最大応答せん断ひずみは評価基準値に対して十分余裕があ

り，構造物全体として十分な耐震安全性を有していることを確認した。 

 原子炉建屋 原子炉補助建屋 評価基準値 

１号機 ０.４５×１０－３ ０.３０×１０－３ 

２.０×１０－３ ２号機 ０.４３×１０－３ ０.４８×１０－３ 

３号機 ０.６３×１０－３ ０.８４×１０－３ 

(3) 機器・配管系 

被告は，Ｓクラスの施設のうち，原子炉を「止める」，「冷やす」，放射性物

質を「閉じ込める」機能を有する主要な設備について，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対しても必要な安全機能が保持されることを確認する観点から，
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構造強度評価又は動的
※

機能維持評価を実施した。 

構造強度の評価は，スペクトル
※

モーダル解析法，時刻歴
※

応答解析法等によ

る地震応答解析から得られた発生値が，「原子力発電所耐震設計技術指針（Ｊ

ＥＡＧ４６０１）」，「発電用原子力設備規格設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ Ｎ

Ｃ１）」等に準拠した評価基準値を超えないことを確認することにより行って

いる。 

動的機能維持の評価は，地震時にも安全機能を果たすための動作が要求さ

れる制御棒の挿入性について，応答
※

倍率法又は時刻歴応答解析法による評価

から得られた挿入時間が評価基準値（規定時間）以下であることを確認する

ことにより行っている。制御棒の挿入性に関する評価基準値（規定時間）は，

安全評価の解析条件である制御棒クラスタ落下開始から全ストロークの８

５％挿入までの時間に原子炉トリップ信号発信から制御棒クラスタの駆動軸

が制御棒クラスタ駆動装置のラッチを離れるまでの時間を加えた時間とした。 

上記の解析から得られた発生値は答弁書第４の５(2)ウ（ウ）b の表１（６

３頁）に記載のとおり，いずれも評価基準値以下であり，評価対象の機器・

配管系の設備が基準地震動Ｓｓに対する耐震安全性を確保していることを確

認した。 

１２ 中性子照射脆化に係る評価について（釈明事項の番号１２） 

高経年化技術評価は，原子力発電所の安全上重要な機器及び構造物の経年劣

化に関する技術的評価を行うものである。具体的には，安全上重要な機器及び

構造物に発生しているか，又は発生する可能性のあるすべての経年劣化事象の

中から高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出し，これに対する機器及

び構造物の健全性を確認するため，６０年の運転期間を仮定して，経年劣化事

象が発生する可能性の有無，経年劣化事象の発生及び進展傾向に対する現状の

保全活動の妥当性，耐震性への影響等を技術的に評価し，必要に応じ，追加す

べき保全対策の抽出を行う。この評価は，実用発電用原子炉の設置，運転等に



25 

関する規則（実用炉規則）１１条の２第１項等に基づき，原子力発電所の運転

開始から２９年を経過する日までに実施することが求められている。 

被告は，本件１号炉については平成１８年９月，２号炉については平成２３

年３月までにそれぞれ高経年化技術評価を実施し，原子炉容器の中性子照射脆

化についても，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として抽出し，これに

対する原子炉容器の健全性に問題がないことを確認するため，将来の脆化傾向

に係る評価を行い，事故時の過酷な状況においても原子炉容器は脆性破壊を生

じないことを確認するとともに，計画的な監視試験の実施，定期的な超音波探

傷試験の実施等による保全を行うこととしている。また，通常の１次冷却系の

加熱・冷却時においても，１次冷却材温度・圧力及び１次冷却材温度変化につ

いて運転上の制限を定め（乙Ｃ３４の第３５条（４－１３０頁）），原子炉容器

の脆性破壊（非延性破壊）防止を図っている。 

そして，これらの評価結果等を取りまとめたものが，伊方発電所第１号機高

経年化技術評価等報告書（乙Ｃ３５）及び伊方発電所２号炉高経年化技術評価

書（乙Ｃ３６）であり，評価の内容については答弁書第５の２（６７頁）で述

べたとおりである（詳細については，本件１号炉は乙Ｃ３５（別冊「１原子炉

容器」１５頁以下），本件２号炉は乙Ｃ３６（別冊「１原子炉容器」１５頁以

下））。 

また，原告らは，中性子照射脆化への対策だけでなく，「（本件発電所におけ

る）適切な検査，管理及び取替え」についても釈明を求めている（２０１２年

８月３日付求釈明申立書の第５の１）。原告らの求釈明の意図は判然としない

が，被告の本件発電所における保全活動一般についても釈明すれば，以下のと

おりである。 

被告は，本件発電所において運転監視，巡視点検並びに定期的な検査及び点

検により設備の健全性を確認し，経年劣化等の兆候が認められた場合には詳細

な調査及び評価を行い，補修，取替等の保全を実施している。特に長期の使用
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によって発生する経年劣化事象については点検により経年的な傾向を把握し，

故障に至る前に計画的な保全を実施している。また，本件発電所では，安全性・

信頼性をさらに向上させるため，様々な工事を実施している。具体的には，国

内外プラントでの応力腐食割れ等の経験や定期的な検査等により得られた経

年劣化等の兆候を踏まえて，予防保全及び信頼性向上の観点から，蒸気発生器，

原子炉容器上部ふた，炉内構造物等の主要な大型機器の取替えを実施した（本

件１・２号炉のみ）ほか，２次系配管について計画的に超音波による肉厚測定

を行い必要に応じての取替えを実施するなどの工事を行っている。（乙Ｃ３４

（８－１頁以下），乙Ｃ３５（４頁以下），乙Ｃ３６（９頁以下）） 

第２ 原告ら準備書面（５）における求釈明に関する被告の主張 

１ 本件１・２号機の耐震安全性評価結果に係る報告書について（原告ら準備書

面（５）の第６(1)ないし(3)関連） 

被告は，本件１・２号機の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の改訂に伴う耐震安全性評価結果の報告書については平成１９年８月時点に

おいて，その提出時期を平成２１年２月とし，経済産業省へ報告した。 

この耐震安全性評価結果の報告書については，本件３号機の耐震安全性評価

結果報告書の国による確認も踏まえて取りまとめることとしていたが，この国

の確認が上記提出時期までに終了しなかったことから，まずは本件１・２号機

のうち，安全上重要な機能を有する主要な設備や原子炉建屋等に関する耐震安

全性評価について中間報告書（乙Ｄ２）として取りまとめ，平成２１年３月１

６日，これを国へ提出した（その内容は，上記第１の１１で述べたとおり。）。 

一方，周知のとおり，従来，原子力発電所の耐震安全性の評価等を行ってい

た原子力安全委員会及び原子力安全・保安院が平成２４年９月に廃止された。

そして，新たに原子力規制委員会が設置されたことにより，原子力安全委員会

及び原子力安全・保安院の事務は原子力規制委員会に引き継がれ，現在，原子

力規制委員会において地震及び津波に関わる新たな安全設計基準の取りまと
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めに向けた検討が進められている。 

被告は本件１・２号機について，中間報告書の提出後，最終的な耐震安全性

評価を鋭意進めてきたが，上記の状況から，この評価結果を報告書（最終報告

書）として原子力規制委員会に提出することにはならないものと考えている。 

２ 耐震安全性向上工事について（原告ら準備書面（５）の第６(4)関連） 

被告は，耐震設計審査指針の改訂以前から，設備更新などの改造工事の際に

は，耐震性を更に高めることも含め安全性向上対策に取り組んできた。その上

で，耐震設計審査指針の改訂を機に，本件発電所の耐震安全性に関する信頼性

を一層向上させるとの観点から，同指針の趣旨を踏まえた耐震安全性向上工事

を自主的に実施することとし，これまでに支持構造物（サポート）の補強工事

等様々な工事を実施している。その一例を図７及び図８に示す（ピンク色で囲

った部分が補強工事を行った箇所）。 
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図７ 配管支持構造物（配管支持架台）の補強 

 

 

図８ よう素除去薬品タンク支持構造物の補強 
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第３ 原告ら準備書面（６）における求釈明に関する被告の主張 

１ 本件発電所の敷地及び本件原子炉施設の立地状況に係る地図，図面，航空写

真等について（原告ら準備書面（６）の第２の１及び同２関連） 

被告が十分な地図，航空写真等を提出していることは，上記第１の１及び第

１の２において述べたとおりである。 

２ 本件発電所の埋立部における液状化の影響について（原告ら準備書面（６）

の第２の３及び同４関連） 

(1) 本件発電所における埋立部及び安全性への影響 

本件発電所における埋立部は，図９の青枠で示した範囲であるが，このい

ずれかの地点が液状化するとしても，答弁書第４の５(2)ウ（ア）（６１頁）

で述べたとおり，そもそも，被告は本件発電所の重要な建物・構築物等は岩

盤に直接支持させており，また埋立部に安全上重要な機能を有する配管等は

設置していないことから，液状化によって安全上重要な機能が損なわれるこ

とはない。 

このようなことから，原告らの準備書面（６）の第２における求釈明に答

える意味はないと考えるが，原告らの主張と関連する事項について，以下，

念のため補足を行う。 
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Ｎ

１号機

２号機

３号機

埋立範囲

構内道路の
耐震性向上工事範囲

 

図９ 本件発電所における埋立部の範囲等 

(2) 埋立部における液状化に係る評価 

原告らは「液状化は、緩い砂質土層と地下水による飽和という二つの条件

の組み合わせがある場所で生じる。」（準備書面（６）の第１の３（３頁））

などと主張する。 

この点，被告は，自主保安の観点から，埋立部の液状化について評価する

ため，地下水位の検討並びに土の粒度分布及び埋立部のせん断波速度に関す

る調査・評価を実施しているが，その結果は以下のとおり，原告らが液状化

が生じるとする条件には合致していない。 

ア 地下水位 

本件発電所の埋立部における地下水位の平均は，海面の高さと同等のＴ.

Ｐ.＋０ｍ程度であり，本件発電所の敷地高さがＴ.Ｐ.＋１０ｍであること

から，地下水位の平均は，地表面から約１０ｍの深さである。そして，液

状化が発生しやすいとされる地下水位の基準は，地表面から１０ｍ以内と

（注）黄色の点線で囲った部分は，図１１の範囲を示す。 
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されている。このため，原告らの「海辺にあるので地下水で完全に飽和し」

（準備書面（６）の第１の３（３頁））という主張は当たらない。 

イ 土の粒度分布 

本件発電所の埋立部の土層におけるボーリング調査結果を基に作成した

粒径
※

加積曲線は図１０のとおりである。これから分かるとおり，本件発電

所の埋立部の土は，粒径１０㎜以上の礫（一般的に粒径２mm 以上を礫とい

う。）を多く含み，かつ，粒径が比較的ばらついた砂（一般的に粒径０.０

７５～２mm の土粒子を砂という。）からなっている（砂の粒径がばらつい

ていることは，粒径２mm 未満の粒径加積曲線の勾配が比較的緩いことから

分かる。）。つまり，本件発電所の埋立部の土全体は，粒が大きいものから

小さいものまで幅広い土粒子で構成されているといえる。一般的に，礫で

はなく砂が多く含まれ，かつ，その粒径が比較的揃っているほど締りが緩

く液状化しやすいとされているが，上述のとおり，本件発電所の埋立部の

土は，これとは異なっている（図１０に図示した「特に液状化の可能性あ

り」とされる範囲及び「液状化の可能性あり」とされる範囲（甲３５の１

５６～１５７頁参照）と比較すれば，明らかである。）。 

 

液状化の可能性あり 

特に液状化の可能性あり 

 

図１０ 本件発電所の埋立部の土層の粒径加積曲線 
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ウ せん断波速度 

被告は，埋立部に位置する構内道路において表面波探査を実施し，図１

１に示しているとおり，埋立部のせん断波速度が工学的
※

基盤面相当の３０

０ｍ／秒以上とよく締まった地盤であることを確認した。液状化が生じた

事例の地盤のせん断波速度は１００～２００ｍ／秒程度であるとされてお

り，せん断波速度が大きいほど，液状化しにくいとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 表面波探査の結果例 

(3) 耐震裕度向上のための道路の補強工事 

被告は，耐震裕度を向上させる観点から，準備書面（１）の第４の８（１

３頁）で述べたとおり，２００７年新潟県中越沖地震を受け，万一の災害時

におけるアクセスルートを確保するための補強工事を実施した。具体的には，

号機

（注）図の範囲は，図９の黄色の 

点線で囲った部分 
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道路に若干の段差が発生することも想定される大型埋設物が地中を横断する

箇所（図９で緑色で示した部分）について，ジオテキスタイル補強工法によ

る耐震性向上工事を実施した。ジオテキスタイル補強工法とは，道路の段差

対策工事に用いられる工法の一種であり，セメント安定処理をした土層の上

下に，靭性に優れたジオテキスタイル（引張強度に優れた繊維を材料とした

シート状の土木資材）を敷設し，一体化した補強路盤を構築するものである。

補強路盤下部の支持地盤に仮に段差が発生したとしても，ジオテキスタイル

が引張補強材として機能し，セメント安定処理をした土層に作用する曲げモ

ーメントに抵抗することで，補強路盤が緩やかに変形し，道路面に段差が生

じることなく，車両の走行が可能な状態を維持できる。 

このようなことから，埋立部に位置する主要道路について，液状化により

通行に支障となるような被害が生じることはない。 

以 上
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